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2020 年 9 月 18 日 
別紙：コメント１３ 

JAB RL380:2020（第３版ドラフト）に対するコメント 

№ 
コメント 
提出者 

（敬称略） 
条項
No. 

行
No. 

コメン
ト区分 コメント内容 提案 JAB 事務局対応案 

（凡例 ○：採用、△：修正等、×：不採用） 

13 鈴木英伸 １適用

範囲 
と 
付属書

３ 

 Ｇ 放射線の量等の測定の信頼

性確保のための放射性同位

元素等の規制に関する法律

施行規則の一部を改正する

規則           

（第２２回原子力規制委員

会の資料２）を見てのコメ

ントです。 
サービス事業者（３者）の

報告書をネットで閲覧し

て、認定の実態はＲＩ法施

行規則に定める測定結果の

期間毎の集計、又線量の算

定結果の集計も認定されて

いる。 
現行の認定指針と附属書 3 
（参考）実効線量及び等価

線量の算定方法の例では、 
ＲＩ法施行規則が定める 
・外部被ばくによる線量の

ＲＩ法施行規則に定められている

のは次の 
・外部被ばくによる線量の測定の

結果の期間ごとの集計（第二号） 
・測定結果からの期間ごとの算定 
 （第五号） 
・実効線量の算定の結果の 
毎年度集計等（第五の二号） 
です。 
法の支配の尊重という原則に基

づき、ＲＩ法施行規則の定めを、

現行指針の適用範囲に、例えば次

のように改訂し、集計を包含する

事ができればよいと思います。 
「個人線量当量の測定（測定結果

の集計を含む）を行う機関（個人

線量当量の測定結果に基づいて実

効線量及び等価線量の算定（線量

算定結果の集計含む）を行う機関

を含む）を認定する場合に用い

× 
本認定制度は、基本的に個人線量測定の信頼

性確保が目的である。しかし、その測定値は、

法令に基づき実効線量及び等価線量の算定に

用いられ、測定機関がその算定まで行う場合

が多いことから、この認定の範囲に含め、法

令にはない具体的算定方法を附属書で規定し

ているものである。一方、算定結果の集計に

ついては、算定値の処理であり、法令で期間

等が明確であることから RL380 の所掌範囲外

である。 
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№ 
コメント 
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条項
No. 

行
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コメン
ト区分 コメント内容 提案 JAB 事務局対応案 

（凡例 ○：採用、△：修正等、×：不採用） 

測定の結果の期間ごとに集

計（集計期間:脚注１参照） 
・測定結果からの期間ごと

の算定（算定期間；脚注１

参照） 
・実効線量の算定の結果の

毎年度集計等（集計期間；

脚注１，２参照）。 
付属書３からは、これらの

手順が見えてこないのです

が、どのような基準文書で

集計を認定するのかご教示

ください。  
認定指針とサービスの実

態（３者の報告書）が乖離

している様に思えますの

で、指針の適用範囲に集計

という用語を、例えば次の

様に追加し、認定の基準文

書にすべきです。 
「個人線量当量の測定（測

定結果の集計を含む）を行

う機関（個人線量当量の測

定結果に基づいて実効線量

る。」 
この改訂された適用範囲に合わ

せて、例えば付属書３に次を加筆

改訂する。 
・測定結果の集計 
・算定結果の集計（5 年累積集計

を含む） 
又、電離則の告示では「実効線量

の算定は、外部被ばくによる一セ

ンチメートル線量当量を外部被ば

くによる実効線量とし、当該外部

被ばくによる実効線量と前条の規

定により計算した内部被ばくによ

る実効線量とを加算することによ

り行うこと。」とあります。（RI 法
施行規則 第二十条の縛りも同

様） 
 
ところで 
ある事業者のホームページで 
ＩＬＡＣ－ＭＲＡの標章とＪＡＢ

の標章のついた報告書があり、こ

の報告書の見方に 
「※その他：装着部位で「場所」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⇒このコメントは、RL380 ドラフトとは関係

が無いので、ここでのコメントはいたしませ

ん。 
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及び等価線量の算定（線量

算定結果の集計含む）を行

う機関を含む）を認定する

場合に用いる。」 
 
認定基準の序文に「線量

計を用いた個人線量測定試

験分野の特殊性に合わせて

より詳細に記述した指針で

あり、・・・」とありますの

で、指針は法の支配の尊重

という原則に則ってお願い

します。 
 
脚注１参照 
・測定には測定した者の

氏名が必要、 
・算定には算定した者の

氏名が必要、 
・集計には集計した者の

氏名が必要 
これらが法の縛り。 

は、環境線量として算定し、Ｈ10
を周辺線量当量Ｈ*10 として示し

ます。」と説明してありました。 
この装着部位で「場所」という測

定サービスは、認定の範囲外にあ

たりませんか。範囲外であれば標

章を付けての報告は行えないので

はありませんか。（ページを改め、

ロゴなしの報告書とさせるべきで

す。） 
ご確認ください 
 
 

脚注１ 
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則 
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№ 
コメント 
提出者 

（敬称略） 
条項
No. 

行
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コメン
ト区分 コメント内容 提案 JAB 事務局対応案 
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第四章 測定の義務等から 
 第二十条第一項第 4 号の二 

二 外部被ばくによる線量の測定の結果については、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間、四月一日を始期とする一年間並

びに本人の申出等により許可届出使用者又は許可廃棄業者が妊娠の事実を知ることとなつた女子にあつては出産までの間毎月一日を始期とする一月間

について、当該期間ごとに集計し、集計の都度次の事項について記録すること。 
イ 測定対象者の氏名 
ロ 測定をした者の氏名（測定をした者の氏名を記録しなくても測定の適正な実施を確保できる場合にあっては、名称）＊ 
ハ 放射線測定器の種類及び型式 
ニ 測定方法  
ホ 測定部位及び測定結果 

  三（略） 
  四（略） 

五 第二号から前号までの測定結果から、原子力規制委員会の定めるところにより実効線量及び等価線量を四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を

始期とする各三月間、四月一日を始期とする一年間並びに本人の申出等により許可届出使用者又は許可廃棄業者が妊娠の事実を知ることとなつた女子に

あつては出産までの間毎月一日を始期とする一月間について、当該期間ごとに算定し、算定の都度次の項目について記録すること。 
イ 算定年月日 
ロ 対象者の氏名 
ハ 算定した者の氏名（算定をした者の氏名を記録しなくても算定の適正な実施を確保できる場合にあっては、名称）＊ 
ニ 算定対象期間  
ホ 実効線量 
ヘ 等価線量及び組織名 

五の二 前号による実効線量の算定の結果、四月一日を始期とする一年間についての実効線量が二十ミリシーベルトを超えた場合は、当該一年間以降は、

当該一年間を含む原子力規制委員会が定める期間の累積実効線量（前号により四月一日を始期とする一年間ごとに算定された実効線量の合計をいう。）を

当該期間について、毎年度集計し、集計の都度次の項目について記録すること。 
イ 集計年月日  
ロ 対象者の氏名 
ハ 集計した者の氏名（集計をした者の氏名を記録しなくても集計の適正な実施を確保できる場合にあっては、名称）＊ 
ニ 集計対象期間 
ホ 累積実効線量 

 ＊）放射線の量等の測定の信頼性確保のための放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する規則 
            （第２２回原子力規制委員会 資料２より） 
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脚注２ 
電離則（線量の測定結果の確認、記録等） 
第九条  ２ 事業者は、前条第三項又は第五項の規定による測定又は計算の結果に基づき、次の各号に掲げる放射線業務従事者の線量を、遅滞なく、厚生労働大臣が定

める方法により算定し、これを記録し、これを三十年間保存しなければならない。ただし、当該記録を五年間保存した後において、厚生労働大臣が指定する

機関に引き渡すときは、この限りでない。 
      一  男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性（次号又は第三号に掲げるものを除く。）の実効線量の三月ごと、一年ごと及び五年ごとの合計 
     二 男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性（五年間において、実効線量が一年間につき二十ミリシーベルトを超えたことのないものに限り、次号

に掲げるものを除く。）の実効線量の三月ごと及び一年ごとの合計 
     三 男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性（緊急作業に従事するものに限る。）の実効線量の一月ごと、一年ごと及び五年ごとの合計 
     四  女性（妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。）の実効線量の一月ごと、三月ごと及び一年ごとの  合計（一月間に受ける実効線量が一・七ミ

リシーベルトを超えるおそれのないものにあつては、三月ごと及び一年ごとの合計） 
五  人体の組織別の等価線量の三月ごと及び一年ごとの合計（眼の水晶体に受けた等価線量にあつては、三月ごと、一年ごと及び五年ごとの合計） 

      六  妊娠中の女性の内部被ばくによる実効線量及び腹部表面に受ける等価線量の一月ごと及び妊娠中の合計 
 
(労働省告示第九十三号) 
(線量の算定方法)  

第三条 規則第九条第二項の厚生労働大臣が定める方法は、次に定めるところにより算定する方法とする。 
一 実効線量の算定は、外部被ばくによる一センチメートル線量当量を外部被ばくによる実効線量とし、当該外部被ばくによる実効線量と前条の規定により

計算した内部被ばくによる実効線量とを加算することにより行うこと。ただし、規則第八条第三項の規定により、同項第一号及び第二号に掲げる部位に放

射線測定器を装着させて行う測定を行つた場合にあつては、当該部位における一センチメートル線量当量を用いて適切な方法により計算した値を外部被ば

くによる実効線量とすること。 
 
 

 


